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研究成果の概要（和文）：本研究はヘーゲル承認論の規範的解釈を検討しながら、ヘーゲル観念論を現代支持可能な「
自然化」された認識論として提示することを目的とするものである。ブランダムの語用論とホネットの承認論はそれぞ
れ言語哲学と社会哲学においてヘーゲル主義的と言われる規範理論を展開しているが、それは規範が社会的相互行為や
社会の歴史的発展に内在しているという主張として理解されており、さらに両者においては、わたしたちの認識活動が
承認に依存していることが主張されている。この両者の検討を通じて、ヘーゲルの〈教養・形成〉概念を「弱い自然主
義」と接合することで、ヘーゲルの精神概念を自然化することができるという結論に達した。

研究成果の概要（英文）：This research aims to justify the naturalization of Hegel's epistemology to 
develop a historical conception of rationality. I took up R. Brandom's pragmatics and A. Honneth's theory 
of recognition as Hegelian normativity theories which also develop the epistemology based on the social 
interaction (recognition) and argue for the embedment of norms in the social interaction or the 
historical development of society. In this research I came to conclude that Hegel's concept of the 
(objective) "Geist" could and needs to be naturalized by adjusting to his "Bildung"-concept a concept of 
the weak naturalism that does not reduce human beings' rational ability to the nomological natural 
process but understands our history as evolutional learning process in which we, the human beings, are 
getting better in handling their tasks.

研究分野： 哲学
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１．研究開始当初の背景 
 ヘーゲル哲学の現代的な意義をめぐる近
年の議論には、大きく二つの方向性が存在し
ている。ひとつは、社会哲学・政治哲学にお
いてヘーゲルの「承認論」に着目するもので
ある。北米では、90 年代以降「差異の政治」
の観点から、とくにマイノリティの政治的地
位について、普遍主義的な権利概念によって
ではなく、その特殊なアイデンティティを
「承認」するという主張として承認論が展開
された（Taylor 1992 など）。他方ドイツにお
いては、ホネット(Honneth 1994)が、普遍的
権利と特殊的アイデンティティの両者を包
括する、より一般的な承認論を発展させてい
る。 
 他方、もう一つの潮流は理論哲学的なもの
である。とくに長らくヘーゲルを主要な批判
対象としてきた英米分析哲学において、米国
のブランダム(Brandom 1994, 2000)、マクダ
ウェル(McDowell 1996)らが、ヘーゲル哲学
を語用論や知覚論の文脈から積極的に評価
しはじめた。こうした傾向はドイツのヘーゲ
ル研究にも影響を及ぼし(cf. Halbig 2002; 
Stekeler-Weithofer 2005)、近年ではヘーゲ
ル哲学と分析哲学の関係が、北大西洋をまた
いだ重要なトピックとなっている（例えば
Rockmore 2005, Nuzzo (ed.) 2010，Pinkard 
2012 またオーストラリアでは Redding 
2007）。 
 日本においても、久保陽一（久保 2008）
らが、ブランダムおよびマクダウェルにおけ
るヘーゲル主義を批判的に検討する研究を
発表しているほか、日本ヘーゲル学会におい
てもこうした潮流が取り上げられ、学会誌に
おいて特集が組まれるに至っている。研究代
表者自身も、この潮流を批判的に検討する論
文および研究レビューを発表していた(大河
内 2007)。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、上記の 2 つのヘーゲル研究の傾
向を踏まえ、ヘーゲルの観念論を自然化する
ことを通じて、両者を架橋することを試みる
ものである。ここで自然化とは、ヘーゲル哲
学を、「精神」という観念論的想定に依拠す
ることなく解釈する、ないしはその本質的な
意義を歪めることなく修正することを意味
する。具体的には、ヘーゲル「承認論」の認
識論的な射程を明らかにすることを通じて、
⑴理論的合理性を社会的・歴史的なものとし
て理解する可能性をヘーゲルに即して明ら
かにし、⑵現代の議論状況において説得力を
持ち、一方で自然主義と整合的でありながら、
他方で現代の自然主義に修正を加えるよう
な認識論の理論的基礎を提示することを目
的としていた。 
 
３．研究の方法 
 理論哲学・社会哲学の双方から、ヘーゲル
を現在積極的に援用している哲学者を取り

上げ、⑴彼らのヘーゲル主義の内実を明らか
にし、⑵彼らのヘーゲル解釈を検証し、これ
を修正しながら、⑶合理性を社会的歴史的な
ものとして理解するヘーゲル主義を自然化
した形で理論化する可能性を検討するとい
う方法を採った。 
 その際当初より取り上げる予定であった
のは、ホネットの承認論、ブランダムの語用
論であった。理論哲学・社会哲学という異な
った領域においてであるにもかかわらず、彼
らの議論には、規範を超越論的に基礎づける
のではなく、規範が実際に適用されている現
実から規範を理解する規範理論を構築しよ
うとしており、さらにその認識論的射程を論
じている点で共通点を持つ。彼らの理論を、
ハーバーマスの「弱い自然主義」と接合する
ことによって、現代の自然化されたヘーゲル
主義の構築を試みた。 
 さらに、本研究では、当初予定していなか
った、マクダウェルの知覚論を検討対象に加
えた。これは、研究を遂行する過程において、
マクダウェルがホネット、ブランダムよりも、
ヘーゲル主義を自然主義と接合する解釈を
提起しているという知見を得ることができ
たからである。 
 
４．研究成果 
⑴上記のように現代におけるヘーゲル再評
価が規範理論においてなされていることは、
ヘーゲルが「当為」にたいして「存在」を対
置し、あるいは「現実的なものは理性的であ
り、理性的なものは現実的である」と主張し
たことからも不当なものと見なされうる。し
かし、この文脈でカント主義がどのように理
解されているかを明らかにすることで、この
立場をヘーゲル主義として理解することは
可能であるとの知見に至った。 
⑵たとえば、ハーバーマスのコミュニケーシ
ョン理論を承認論によって刷新することで、
社会哲学において新たな規範理論を練り上
げようとしているホネットは、現代の規範理
論においては、超越論的、ないし疑似超越論
的に規範を普遍的なものとして根拠付ける
ことが可能であると考えるカント主義が主
流であるとし、それに対抗する枠組みを提示
した点において、ヘーゲル哲学を積極的に継
承しようとする。ホネットの言い方によれば、
ヘーゲルは近代における現実の「制度」の中
に規範を見出したのである（図書①③④）。 
⑶他方、分析哲学においては、セラーズを継
承する哲学者たちによって、ヘーゲルが積極
的に参照されている。ブランダムは、カント
の理論哲学を規範理論として解釈し、ヴィト
ゲンシュタインが提示した言語使用の規範
の問題の脈絡に位置づける。しかし、ブラン
ダムもまた、規範を超越論的に「基礎付け」
ようとするカントの理論に理論的困難を見
出す。適用に先立って、普遍的妥当性を要求
する原則は、その適用にあたって、適用の規
則を必要とする。しかし、その適用の規則が



そこで適用されうるためには再びその適用
の規則が必要となり、無限後退に陥る。それ
にたいし、彼が common law モデルと呼び採
用するのは、すでに存在する規範の適用から
規範を取り出そうとするモデルである。
common law モデルにおいては、成文法がそこ
に存在しないとしても、過去の判例の解釈を
通じてそこに暗黙のうちに前提されている
「法」が見出され、それが目下の事例に適用
される。そこで、ブランダムにおいて規範の
問題は、社会ないし文化の問題、あるいは歴
史の問題となる。こうして規範を現実の使用
と社会的歴史的文脈の中に位置づける点に
おいて、カント主義とは対置されるヘーゲル
主義として理解される（論文④、図書②）。 
⑷マクダウェルは、信念や判断などが属する
規範の領域としての「理由の空間」と自然法
則の支配する「法則の領域」を区別してきた
経験主義を批判する。もし経験が、一方で自
然法則によって与えられる印象に由来する
ものであり、他方で信念内容を形成するもの
であるとするならば、経験主義は理論的な困
難に陥る。なぜなら、規範的なものでない印
象を規範的な空間において理解することは
できないからである。マクダウェルは非概念
的な所与によって経験ないし知覚が可能と
なっているという立場を批判するセラーズ
を継承しながら、同時にこの二つの論理的領
域の区別を維持していた点においてセラー
ズを批判する。主体が自然によって刺激を与
えられ印象を受け取るというプロセスが、
「理由の空間」とは異質な「法則の領野」に
あると考える必要はないと主張するのであ
る。 
 マクダウェルはこうした概念主義を正当
化するにあたってヘーゲルに依拠しながら
「第二の自然」という概念を導入する。それ
によって、私たちの知覚は、動物のそれとは
違う自然、法則の領界にではなく理由の空間
に属する自然として理解することが可能と
なる。私たちの知覚が動物と異なるものであ
るとすれば、それは生まれながらにではなく、
（最初から神が人間を特別な存在として創
造したのでないならば）生後獲得されるもの
でなければならないだろう。そこでもう一つ
要請されるのがヘーゲルの「陶冶 Bildung」
概念である。マクダウェルによれば、この「陶
冶」概念によって我々は、「居丈高なプラト
ニズム a rampant platonism」に陥っている
わけではない。つまり、自然外のものを不用
意に持ち込んでいるわけではない。「陶冶」
はむしろ「我々が持って生まれる潜在能力の
一部を現実化」するものであり、「一動物種
としての我々の通常の成熟過程において」生
じるものとされる。（学会発表①） 
⑸ハーバーマスもまた、マクダウェルが「露
骨な自然主義 a bald naturalism」とよぶ立
場、（つまり理由の空間などなく、私たちの
信念や判断も法則の領界の中で自然法則に
従っているという立場）を、「強い自然主義」

として批判している。ハーバーマスが、それ
に対して支持する「弱い自然主義」はおおよ
そ次のようにまとめることができる。①認識
は、プラグマティックな観点から問題解決と
学習のプロセスとして理解される。したがっ
て、②認識は表象モデルで理解されてはなら
ず、「問題の克服と学習過程の成功」から説
明されねばならない。③この自然主義は自然
史的連続性を「メタ方法論的な」想定として
置く。私たちの学習プロセスが、それに「先
行する『進化的学習過程』」を継続している
と考えるのである。④しかしそれは、自然的
プロセスへと規範の領域としての我々の生
活世界を還元してしまうわけではない。弱い
自然主義は、生活世界の「内的観点」と客観
世界の「外的観点」の区別は維持するのであ
り、連続性の想定は、生活世界の社会的進歩
のアナロジーとして、自然における「問題解
決」の進歩（進化）を想定するに過ぎない。
⑤こうして自然を理解することによって、自
然的構造が認知的価値を獲得することがで
きる。 
⑹ブランダムは、Sapient としての人間と
Sentient としての動物の区別を前提とする
だけで、その自然史的プロセスを語ろうとは
しない。しかし、彼の common law モデルは、
判断主体の陶冶を必要とするはずである。し
かし、ブランダムの歴史的合理性概念をある
種の自然主義と接合することが可能である
としても、それは、物理主義という意味での
強い自然主義とは区別されるべきであると
いう知見に至った。それは、ブランダムの理
論が、自然科学をひとつの語彙として、他の
語彙に対して相対化して理解する語用論を
提起しているからである。したがって、ブラ
ンダムの理論が、合理性を歴史性と不可分な
物としてとらえ、さらにそこに合理的行為者
の形成を説明する自然史理解を接合するこ
とが必要とされるとしても、それは物理学に
よって一元的に、自然を理解し、自然史のプ
ロセスを強い自然主義のもとに理解するこ
とはあらかじめ排除されている。（以上、論
文②③⑤） 
 したがって、本研究が目標としていたヘー
ゲル観念論の自然化は、むしろ現代主流の自
然主義に対する批判を内包するものであり、
そこにヘーゲルのみならずドイツ観念論の
現代的射程があることを明らかにした（図書
②、論文①）。 
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